
桑名市告示第104号 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項に規定する指定公金事務取扱者を指定した

ので、桑名市会計規則（平成16年桑名市規則第53条）第71条第２項の規定により告示する。 

令和８年４月１日 

                               桑名市長 伊 藤 徳 宇   

 

１ 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地  

愛知県名古屋市中川区伏屋３-801-３ 

関本 ヒロ子  

    

東京都港区港南 2-15-3 品川インターシティ C 棟 12F  

株式会社ソラスト  

医療事業本部長 吉田 直樹 

 

２ 委託した公金事務に係る歳入等又は歳出 

   応急診療所医事業務、診療に要した費用  

 

３ 指定公金事務取扱者に公金事務を委託した日及びその期間 

   令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 

４ 指定公金事務取扱者に指定をした日 

   令和８年４月１日 

 


